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管 理 者

事務局長

議員定数 6人

議員構成

職員定数 人 事 務 2 人 専 任 8 人 7 人

定数内 8 人 技 術 6 人 非専任 人 1 人

定数外 人 その他 人 人

百万円

組
織
機
構
図

（複 合 事 務 組 合）

名 称 津南地域衛生施設組合
（大 臣 許 可 団 体）

コ ー ド 番 号 158381

事務所の位置

〒949－8201
　中魚沼郡津南町大字下船渡戊2013番地

　　TEL　025－765－3495　　FAX　025－765－5188

設 立 年 月 日 昭41・8・10

許 可 番 号 自治許第347号

構成団 体数 構成団体
津南町、十日町市(旧中里村、旧松之山町の区域)、長野県栄村

執
行
機
関

執 行 機 関 の 形 態 管理者制

津南町長　桑原　悠 津南町長のあて職

滝沢　勉 専任

議
会

選挙の方法
関係市町村の議長及び議会議員（互
選）

特別議決の有無 有

津南町2人、十日町市2人、長野県栄村2人

百万円

職
員

10
内
　
訳

組 合 固 有 職 員

現 員 数
派 遣 職 員

その他（兼務）

財 政 状 況 一般会計決算（R6） 326 特別会計決算(R6) －

共
同
処
理
事
務

共同処理する事務 経費の支弁方法

１　ごみ処理施設の設置及び管理運営並びに
　ごみの収集処分に関する事務(津南町、栄村)
２　最終処分場の設置及び管理運営に関する
　事務
３　し尿処理施設の設置及び管理運営並びに
　し尿の収集処分に関する事務（津南町、栄村）

●　共同処理する事務４以外については、
　①　建設的経費　最近の国勢調査人口割30％
　　　　　　　　　計画処理人口割　　　70％
　②　経常的経費　最近の国勢調査人口割30％
　　　　　　　　　前年の処理実績割　　70％

４　火葬場の設置及び管理運営に関する事務
５　法に規定する市町村で定めるべき一般廃
　棄物処理計画の策定に関する事務
６　法に規定する一般廃棄物処理業の許可に
　関する事務（津南町、栄村）
７　浄化槽法に規定する浄化槽清掃業の許可
　に関する事務（津南町、栄村）

●　共同処理する事務４については、
　①　建設的経費　最近の国勢調査人口割30％
　　　　　　　　　過去３年の死亡件数割70％
　②　経常的経費　最近の国勢調査人口割30％
　　　　　　　　　前年の利用実績割　　70％
●　総務管理費については、算出方法が別に決
　まっている

主
要
施
設

施設の名称 施設の内容・規模等 建設年度 施設の所在地

し尿処理場 し尿処理　12.1kl／日 昭43 津南町大字下船渡戊2013

ごみ処理場

ごみ処理　36t／日

粗大ごみ処理施設　  9t／5h
ストックヤード3棟　512㎡

平4

平11

津南町大字下船渡戊2013

津南町大字下船渡丁5614－1
一般廃棄物最終処分場 不燃物最終処分施設　40,000㎥ 平11 津南町大字上郷上田乙300－1
火葬場(津南斎場) 2炉 平12 津南町大字下船渡戊1847－1

管 理 者 ( 1 )

副 管 理 者 ( 3 )

事 務 局 長

会計管理者( 1)

総 務 係 ( 兼 1 ) 業 務 第 １ 係 ( 5 ) 業務第２係( 1)

出 納 員( 兼1 )

事 務 局 次 長 ( 1 )

し 尿 処 理 場し 尿 処 理 場ご み 処 理 場火 葬 場

最 終 処 分 場


